
大規模災害発生時における交通規制について

平成２３年３月１１日に発生した「東日本大震災」は、想定をはるかに超える地震津
波により、東北地方を中心として広い地域に甚大な被害をもたらしました。また、南
海トラフ沿いで起きる巨大地震については、今後３０年以内にマグニチュード８以上の
地震が起きる確率が７０％程度となっております。
このような地震等による大規模災害が発生した場合、次のような交通規制が実施

されることがありますので、災害発生時の円滑な応急対策の実施にご協力をお願い
します。
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１ 大地震等発生時における運転者としての心得

◎ 車を運転中に緊急地震速報を聞いた時
緊急地震速報とは、地震の揺れが起こる直前に地震情報が提供されることから、各自で素早い対

応が必要となります。

特に車を運転中は、周りに注意して、急激にブレーキを踏まず、ハザードランプを付けて、道路

端や駐車場に駐車しましょう。

◎ 車を運転中に大地震が発生した場合
車を運転中に大地震が発生すれば、ハンドルがとられたり、波打ったりする現象が現れ大変危険

な状態となります。

・ 交差点を避けて道路端に停止させる。

・ 交通情報や地震情報を聞き、情報内容により素早い行動を行う。

・ 車両を置いて避難する場合は、道路外の駐車場等に駐車させる。

・ 車両はエンジンキーをつけたままにし、ドアロックはしない。

◎ 車を運転中以外に大地震が発生した場合
津波から避難するためやむを得ない場合を除き、避難のため車両を使用せず、徒歩等で周辺の一

番高い建物等(津波避難場所等)へ避難しましょう。

津波から避難するためやむを得ず車両を使用するときは、道路の損壊、電柱等の倒壊、道路に垂

れ下がった電線等の障害物等に十分注意して運転しましょう。

２ 大地震等発生後の交通規制

【第一次交通規制（災害発生直後）】
災害発生直後の交通混乱を最小限に抑え、円滑な救出活動ができるように、道路交通法に基づい

た現場警察官の交通規制により、

○ 被災地に向かう車両の通行禁止等による流入抑制

○ 避難車（者）の通行路の確保のための交通整理及び誘導

○ 災害応急対策活動（救助・緊急物資の運搬等）の緊急通行車両の通行確保

を行います。

【第二次交通規制（第一次交通規制を実施した後に必要により実施）】
災害対策基本法に基づく公安委員会の緊急交通路の指定による車両の通行の禁止及び制限を行い

○ 緊急通行車両及び規制除外車両の通行確保

○ 一般車両の流入、通過交通の抑制

等の交通規制を行います。



緊急交通路とは
大規模な災害が発生した際に、災害応急対策を実施するための緊急通行

車両 (緊急自動車、自衛隊車両、緊急物資の運搬車両)等の通行を円滑にす
るため、一般車両の通行が禁止・制限される道路です。

緊急交通路を通行できる車両
緊急通行車両及び規制除外車両だけになります。

緊急通行車両とは
道路交通法で定める緊急自動車(パトカー、救急車等)の他、災害応急対策

に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急
対策を実施するため運転中の車両であって、知事又は公安委員会が発行する
緊急通行車両確認標章及び緊急通行車両確認証明書を掲げている車両です。

規制除外車両とは
緊急通行車両ではないが、大規模災害発生後速やかに緊急交通路の通行

を認めることが適切である車両又は民間事業者等による社会経済活動のうち、
大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両です。
例：自衛隊車両・医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両など



３ 緊急交通路設定予定路線

◎ 徳島県内の緊急交通路設定予定路線
大地震が発生した場合に、一般通行車両の走行を禁止する緊急交通路設定予定路線として、下記

のとおり、

・ その１（優先的に実施する路線） ９路線

・ その２（その１の他、必要に応じて設定する路線） １６路線

を指定しております。

なお、この緊急交通路設定予定路線は、地震・津波等による被災状況により変更されることがあ

ります。

緊急交通路設定予定路線その１

番号 路線名 区 間

１ 高松自動車道 香川県境から鳴門ＩＣまでの間

２ 神戸淡路鳴門自動車道 兵庫県境から鳴門ＩＣまでの間

３ 徳島自動車道 愛媛県境から鳴門ＪＣＴまでの間

４ 国道１１号 香川県境からかちどき橋交差点までの間

５ 国道５５号 かちどき橋交差点から大林交差点までの間

動々原交差点から高知県境までの間（日和佐道路も含む。）

６ 国道１９２号 愛媛県境から徳島本町交差点までの間

７ 県道大林津乃峰線 大林交差点から南島交差点

８ 県道羽ノ浦福井線 南島交差点から動々原交差点までの間

９ 県道徳島引田線 八反田東交差点から徳大薬学部前交差点までの間

緊急交通路設定予定路線その２

番号 路線名 区 間

１ 国道３２号 香川県境から高知県境までの間

２ 県道鳴門池田線 鳴門市役所北交差点から三好高校前交差点までの間

３ 国道２８号 小鳴門橋南交差点から加賀須野ランプまでの間

４ 国道３１８号 香川県境から上下島交差点までの間

５ 県道鳴門公園線 中山南交差点からウチノ海総合公園前までの間

６ 県道松茂吉野線 新加賀須野ランプから市ノ本交差点までの間

７ 県道徳島鳴門線 老門交差点から北常三島交差点までの間

８ 県道徳島鴨島線 春日橋交差点から知恵島交差点までの間

９ 県道徳島環状線 鯛浜交差点から津田本町４丁目交差点までの間

１０ 県道徳島小松島線 県庁前交差点から大林交差点までの間

１１ 県道徳島上那賀線 大原交差点から沼江交差点までの間

１２ 県道阿南勝浦線 岡交差点から沼江交差点までの間

１３ 国道５５号 大林交差点から江ノ浦交差点までの間

１４ 国道１９５号 橘西交差点から川口橋北詰交差点までの間

１５ 県道阿南・鷲敷・日和佐線 川口橋北詰交差点から深瀬交差点までの間

１６ 国道１９３号 穴吹橋南詰交差点から香川県境までの間
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４ 信号機電源付加装置について

信号機電源付加装置とは
大規模災害等に伴う停電の際、自動的に電気を供給して信号機を正常に動作させる装置です。
緊急交通路としての指定が見込まれる重要交差点を対象に整備を進めています。
○自動起動型（ディーゼルエンジン式）
・停電後２４時間以上の長時間にわたり連続運転が可能

○静止型非常用（リチウムイオン電池式）
・一時的な滅灯もなく停電後３時間～６時間の連続運転が可能

自動起動型

信号機

静止型非常用


